
Hirado  Informa�onHirado  Informa�on

広報ひらど 令和３年11月号 24Hirado City Public Relations,2021.11

　
○
新
規
募
集
戸
数　

９
戸（
13
戸
）

　

①
平
戸
地
区　

４
戸（
０
戸
）

　

②
田
平
地
区　

３
戸（
０
戸
）

　

③
生
月
地
区　

２
戸（
13
戸
）

　
※

（　

）内
は
過
去
の
募
集
で

　
　

応
募
の
な
か
っ
た
住
宅
で
、

　
　

常
時
申
込
み
を
受
け
付
け

　
　

て
い
ま
す
。

　

※

住
宅
の
修
繕
な
ど
の
状
況
に

　
　

よ
り
、
募
集
戸
数
が
変
更

　
　

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
募
集
期
間　

11
月
１
日（
月
）

　

〜
10
日（
水
）

　

※

郵
送
申
込
可（
必
着
）。

○
入
居
資
格　

次
の
す
べ
て
の
要

　

件
を
満
た
す
人

　

①
同
居
中
、
ま
た
は
同
居
予

　
　

定
の
親
族
が
い
る
こ
と
。

　

※

単
身
で
も
入
居
で
き
る
場
合

　
　

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談

　
　

く
だ
さ
い
。

　

②
収
入
が
平
戸
市
営
住
宅
条

　
　

例
な
ど
に
定
め
る
基
準
内
で

　
　

あ
る
こ
と
。

　

③
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
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⑧
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が

　
　
　

あ
る

　
　

⑨
育
児
休
業
取
得
時
に
既

　
　
　

に
入
園
し
て
い
る
児
童
が

　
　
　

い
て
、
継
続
利
用
が
必

　
　
　

要
で
あ
る

○
申
込
期
限　

12
月
28
日（
火
）

　

※

市
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
利

　
　

用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

　
　

施
設
の
募
集
開
始
後
す
ぐ

　
　

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
込
書
類

　
▼
支
給
認
定
申
請
書
兼
利
用
申

　
　

込
書

　
　

※

こ
ど
も
未
来
課
子
育
て

　
　
　

支
援
班
、
各
支
所
・
出

　
　
　

張
所
の
窓
口
お
よ
び
各

　
　
　

保
育
所（
園
）に
設
置

　

▼
添
付
書
類　

保
護
者
の
勤
務

　
　

証
明
書
、
就
労
証
明
書
、
保

　
　

育
所
入
所
申
立
書
、
母
子
健

　
　

康
手
帳
、
在
学
証
明
書
な
ど

　
　

保
育
が
必
要
な
事
由
を
確
認

　
　

で
き
る
書
類

　

※

様
式
は
平
戸
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
　

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

　
　

き
ま
す
。

○
申
込
先　

こ
ど
も
未
来
課
子

　

育
て
支
援
班
ま
た
は
各
支
所
・

　

出
張
所

新
た
に
入
所
を
希
望
す
る
場
合

（
利
用
中
の
施
設
を
継
続
し
て
利

用
す
る
場
合
は
手
続
き
不
要
）

○
入
所
で
き
る
基
準

　

▼
認
定
こ
ど
も
園
や
幼
稚
園

　
　

な
ど
の
利
用
は
満
３
歳
以

　
　

上
で
あ
る
こ
と

　

▼
保
育
所
な
ど
の
利
用
は
保

　
　

護
者
が
次
の
ど
れ
か
に
該
当

　
　

す
る
場
合

　
　

①
月
に
15
日
以
上
か
つ
月
60

 
 
 

時
間
以
上
就
労
し
て
い
る

　
　

②
妊
娠
中
ま
た
は
出
産
後

　
　
　

間
も
な
い

　
　

③
病
気
・
け
が
、
ま
た
は

　
　
　

障
が
い
が
あ
る

　
　

④
同
居
の
親
族
を
常
に
介

　
　
　

護
し
て
い
る

　
　

⑤
災
害
復
旧
に
当
た
っ
て
い

　
　
　

る

　
　

⑥
求
職
活
動（
起
業
準
備
を

　
　
　

含
む
）を
継
続
的
に
行
っ

　
　
　

て
い
る

　
　

⑦
就
学（
職
業
訓
練
校
で
の

　
　
　

訓
練
を
含
む
）し
て
い
る

　
　

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

　

④
税
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ

　
　

と
。

　

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

　

⑥
不
自
然
な
世
帯
分
離
に
よ

　
　

る
申
し
込
み
で
な
い
こ
と
。

○
添
付
書
類

　

①
住
民
票
謄
本

　

②
所
得
証
明
書

　

③
完
納（
納
税
）証
明
書

　

※

世
帯
全
員
分
が
必
要
で
す
。

　

※

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在

　
　

で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

　
　

は
、
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン

　
　

バ
ー
）の
提
供
に
よ
り
添
付

　
　

書
類
を
省
略
で
き
ま
す
。

○
抽
選
会　

募
集
戸
数
を
超
え

　

る
申
し
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、

　

抽
選
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

　

▼
と　

き　

12
月
４
日（
土
）

　
　

午
前
10
時
〜

　

▼
と
こ
ろ　

た
び
ら
活
性
化

　
　

施
設

※

入
居
が
決
ま
っ
た
後
に
辞
退
す

　

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
事
前
に

　

十
分
検
討
し
た
う
え
で
お
申
し

　

込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問　

都
市
計
画
課
総
務
住
宅

　

班

　
（
☎
22-

９
１
６
４
）

見逃せない情報がココに

別
の
施
設
へ
の
転
園
を
希
望
す
る

場
合

○
対
象
者　

既
に
地
域
型
保
育

　

事
業
の
支
給
認
定
を
受
け
て

　

保
育
施
設
を
利
用
し
て
い
る
人

　

で
、
令
和
４
年
４
月
か
ら
別
の

　

保
育
施
設
へ
の
転
園
を
希
望
す

　

る
人

○
申
込
期
限　

12
月
28
日（
火
）

○
提
出
書
類　

転
園
希
望
届（
利

　

用
施
設
変
更
届
）

　

※

現
在
、
地
域
型
保
育
事
業

　
　

を
利
用
中
の
２
歳
児
で
、

　
　

４
月
か
ら
他
の
保
育
施
設
へ

　
　

転
園
す
る
場
合
は
、
支
給

　
　

認
定
申
請
書
兼
利
用
申
込

　
　

書
な
ど
も
必
要
で
す
。

令
和
４
年
度
の
保
育
料
に
つ
い
て

○
算
定
基
礎　

令
和
４
年
４
月

　

〜
８
月
分
の
保
育
料
は
、
保

　

護
者
の
令
和
３
年
度
市
民
税

　

額
を
も
と
に
算
定
さ
れ
ま
す
。

※

令
和
４
年
９
月
〜
３
月
の
保

　

育
料
は
、
保
護
者
の
令
和
４

　

年
度
の
市
民
税
額
を
基
に
９

　

月
に
決
定
。

※

３
歳
児
ク
ラ
ス（
幼
稚
園
は
満

　

３
歳
）か
ら
就
学
前
ま
で
の
児

　

童
と
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

　

の
０
歳
〜
２
歳
児
ク
ラ
ス
ま
で

　

の
児
童
の
保
育
料
は
無
料
。

◎
問　

こ
ど
も
未
来
課
子
育
て

　

支
援
班

　
（
☎
22-

９
１
３
７
）

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

○
推　

薦

　

▼
受
付
期
限　

12
月
３
日（
金
）

　

▼
応
募
資
格　

15
歳
以
上
17
歳

　
　

未
満
の
男
子
で
所
属
学
校
長

　
　

の
推
薦
を
受
け
た
も
の

　

▼
試
験
日　

令
和
４
年
１
月

　
　

８
日（
土
）〜
11
日（
火
）の

　
　

う
ち
の
指
定
し
た
１
日

　

▼
会　

場　

未
定

　

▼
内　

容　

口
述
試
験
、
筆
記

　
　

試
験（
作
文
を
含
む
）、
身
体

　
　

検
査

募
　
　
集

自
衛
官
募
集

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

令
和
４
年
４
月
か
ら
の
保

育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
・

幼
稚
園
入
所
申
込

○
一　

般

　

▼
受
付
期
限　

１
月
14
日（
金
）

　

▼
応
募
資
格　

15
歳
以
上
17

　
　

歳
未
満
の
男
子

　

▼
試
験
日　

令
和
４
年
１
月

　
　

22
日（
土
）

　

▼
会　

場　

佐
世
保
合
同
庁

　
　

舎（
佐
世
保
市
木
場
田
町
２

　
　

-

19
）

　

▼
内　

容　

口
述
試
験
、
筆
記

　
　

試
験（
作
文
を
含
む
）、
身
体

　
　

検
査

自
衛
官
候
補
生

　

▼
受
付
期
限　

11
月
19
日（
金
）

　

▼
応
募
資
格　

18
歳
以
上
33
歳

　

未
満
の
も
の

　

▼
試
験
日　

12
月
４
日（
土
）

　

▼
会　

場　

Ｊ
Ａ
な
が
さ
き

　
　

県
央
大
村
中
央
支
店（
大
村

　
　

市
杭
出
津
１
丁
目
８
６
３

　
　

-

１
）

　

▼
内　

容　

口
述
試
験
、
筆
記

　
　

試
験（
国
語
、
数
学
、
地
歴

　
　

公
民
、
作
文
）、
定
期
性
検

　
　

査
、
身
体
検
査

※

状
況
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。

◎
問　

自
衛
隊
長
崎
地
方
協
力

　

本
部
佐
世
保
出
張
所

　
（
☎
０
９
５
６-

23-

１
２
３
１
）
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加
年
金
の
受
給
開
始
か
ら
２
年

間
で
、
納
め
た
付
加
保
険
料
総

額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
、
大
変
お
得
で
す
。

○
加
入
で
き
る
人　

国
民
年
金

　

第
１
号
被
保
険
者
ま
た
は
65

　

歳
未
満
の
任
意
加
入
被
保
険

　

者
。
た
だ
し
、
国
民
年
金
保
険

　

料
の
免
除
該
当
者
お
よ
び
国

　

民
年
金
基
金
加
入
者
を
除
く
。

○
付
加
保
険
料　

４
０
０
円（
月

　

額
）

○
付
加
年
金
額　

２
０
０
円×

納

　

付
月
数

○
例（
付
加
保
険
料
を
10
年
間
納

　

め
た
場
合
）

　

▼
納
付
総
額　

４
０
０
円×
10

　
　

年（
１
２
０
月
）＝
４
万
８

　
　

千
円

　

▼
受
給
額(

年
額) 　

２
０
０

　
　

円×

10
年（
１
２
０
月
）＝
２

　
　

万
４
千
円

○
手
続
方
法

　

▼
窓　

口　

健
康
ほ
け
ん
課

　
　

国
保
年
金
班（
④
番
窓
口
）、

　
　

各
支
所
地
域
振
興
課
、
各

　
　

出
張
所

　

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

身

　
　

分
証
明
書
・
基
礎
年
金
番

　
　

号
が
分
か
る
書
類（
年
金
手

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）控
除
証
明
書

　

 

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い

て
、
そ
の
年
の
１
月
〜
12
月
に
納

め
た
全
額
が
、
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
控
除
証
明
書
の
発
送
時
期

　

▼
１
月
１
日
〜
９
月
30
日
の

　
　

間
に
保
険
料
を
納
付
し
た

　
　

人　

10
月
下
旬
〜
11
月
上

　
　

旬

　

▼
10
月
１
日
〜
12
月
31
日
に

　
　

今
年
初
め
て
保
険
料
を
納

　
　

付
し
た
人　

令
和
４
年
２

　
　

月
上
旬
〜

※

年
末
調
整
や
確
定
申
告
な
ど
で

　

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
大
切

　

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
付
加
保
険
料
の
納
付

　

 

国
民
年
金
の
定
額
保
険
料
に

付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納

め
る
こ
と
で
、
受
給
す
る
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
付

　
　

帳
な
ど
）

※

付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し

　

込
ん
だ
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◎
問　

佐
世
保
年
金
事
務
所　

　
（
☎
０
９
５
６-

34-

１
１
８
９
）

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と

き
は
、
森
林
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

事
前
に「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造

林
届
出
書
」を
提
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
森
林　

地
域
森

　

林
計
画
の
対
象
と
な
る
民
有

　

林(

保
安
林
を
除
く)

　
※

保
育
の
た
め
の
除
伐
、
竹
林

　
　

の
伐
採
は
届
出
は
不
要
で
す
。

○
届
出
の
時
期　

伐
採
を
開
始

　

す
る
90
日
か
ら
30
日
前
ま
で

○
提
出
書
類

　

▼
伐
採
お
よ
び
伐
採
後
の
造

　
　

林
届
出
書

　

▼
伐
採
す
る
場
所
が
分
か
る

　
　

位
置
図

　

▼
伐
採
後
の
土
地
を
森
林
以

　
　

外
に
供
す
る
場
合
は
、
そ
の

　
　

計
画
図
面
な
ど

◎
問　

農
林
課
農
林
整
備
班

お
知
ら
せ

　
　
　

(

☎
22-

９
１
５
１)

　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、
売

買
や
相
続
な
ど
で
新
た
に
森
林
の

土
地
の
所
有
者
に
な
っ
た
人
は
、

森
林
法
の
規
定
に
よ
り
、
事
後
に

「
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出

書
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

○
対
象
と
な
る
森
林　

地
域
森

　

林
計
画
の
対
象
と
な
る
民
有

　

林

　

※

国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く

　
　

土
地
売
買
契
約
の
届
出
を

　
　

提
出
し
た
場
合
は
、
届
出

　
　

は
不
要
で
す
。

○
届
出
の
時
期　

土
地
の
所
有

　

者
と
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内

○
提
出
書
類

　

▼
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届

　
　

出
書

　

▼
登
記
事
項
証
明
書
ま
た
は

　
　

土
地
売
買
契
約
書
の
写
し

　

▼
位
置
を
示
す
図
面
な
ど

◎
問　

農
林
課
農
林
整
備
班

　
　
　

(
☎
22-

９
１
５
１)

国
民
年
金
保
険
料
の
手
続

き

伐
採
の
届
出
制
度

　

人
権
に
関
す
る
正
し
い
認
識
と

理
解
を
深
め
、
一
人
ひ
と
り
が
お

互
い
の
人
権
を
尊
重
し
あ
え
る
社

会
の
実
現
を
目
指
し
、
人
権
教

育
研
究
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
大
会
テ
ー
マ「
す
べ
て
の
人
が

　

安
心
で
き
る
居
場
所
と
、
つ
な

　

が
り
の
あ
る
あ
た
た
か
い
社
会

　

を
め
ざ
し
て
」

○
と　

き　

11
月
19
日（
金
）午

　

後
１
時
〜
午
後
４
時
30
分

○
と
こ
ろ　

平
戸
市
社
会
福
祉

　

協
議
会
研
修
室

○
内　

容

　

▼
講
演
①
こ
ど
も
た
ち
の
居
場

　
　

所
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
〜
元

　
　

総
長
の
ふ
れ
あ
い
義
塾
〜　

　
　
（
講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

Ｔ

　
　

Ｆ
Ｇ（
田
川
ふ
れ
愛
義
塾
）

　
　

理
事
長　

工
藤　

良　

氏
）

　

▼
講
演
②
誇
り
を
も
っ
て
生
き

　
　

る（
講
師　

伝
統
・
和
太
鼓

　
　

製
造
販
売　

宮
丸
太
鼓
店

　
　

店
主　

宮
内　

礼
治　

氏
）

○
受
講
方
法

　

①
会
場
参
加

第
36
回
平
戸
・
松
浦
地
区

人
権
研
究
大
会
の
開
催

森
林
の
土
地
の
所
有
者
届

出

イ
ク
ボ
ス
セ
ミ
ナ
ー

申請書などへの押印について 
総務課行政班（☎22-9100）問

　行政手続における市民の皆さんの負担軽減の
ため、市へ提出される申請書などへの押印を廃止
しました。なお、一部の手続については引き続き
押印が必要です。詳しくはホームページまたは申
請書提出先の担当課へお問い合わせください。 

　

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
参
加

※

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
推
進

　

班
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問　

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習

　

推
進
班

　
（
☎
22-

９
２
１
４
）

　

11
月
12
日（
金
）〜
25
日（
木
）

は
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動
」の
期
間
で
す
。

　

望
ま
な
い
性
的
な
行
為
は
、

性
暴
力
で
す
。
性
暴
力
に
つ
い
て

の
正
し
い
情
報
を
み
ん
な
で
共
有

し
、
性
暴
力
の
な
い
平
戸
市
に
し

ま
し
ょ
う
。

○
基
本
的
な
考
え
方「
加
害
者
が

　

悪
い
」　
「
お
酒
を
飲
ん
で
し
ま

　

っ
た
か
ら
」「
誘
い
を
断
れ
な
か

　

っ
た
か
ら
」「
自
分
が
不
注
意

　

だ
っ
た
か
ら
」「
相
手
を
信
用

　

し
た
自
分
が
悪
か
っ
た
」と
自

　

分
を
責
め
る
必
要
は
あ
り
ま

　

せ
ん
。
悪
い
の
は
加
害
者
で
す
。

○
相
談
窓
口　
一
人
で
悩
ま
ず
に

　

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

▼
性
犯
罪･

性
暴
力
被
害
者
の

　
　

た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援

　
　

セ
ン
タ
ー（
☎
＃
８
８
９
１
）

　

▼
相
談
内
容　
「
妊
娠
や
性
感

　
　

染
症
が
心
配
」「
心
と
体
の

　
　

こ
と
が
心
配
」「
警
察
に
相

　
　

談
相
談
す
る
か
ど
う
か
迷
っ

　
　

て
い
る
」「
法
律
や
裁
判
の
こ

　
　

と
」「
今
後
の
心
配
」な
ど

○
平
戸
市
の
主
な
取
り
組
み

　

①
平
戸
城
・
幸
橋
・
オ
ラ
ン

　
　

ダ
商
館
の
パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト

　
　

ア
ッ
プ

　

②
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
プ
ロ
ジ
ェ

　
　

ク
ト（
未
来
創
造
館
ほ
か
）

◎
問　

総
務
課
行
政
班

　
　
　
（
☎
22-

９
１
０
０
）

　
「
イ
ク
ボ
ス
」と
は
職
場
で
共
に

働
く
部
下
・
ス
タ
ッ
フ
の
ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、
部
下

の
キ
ャ
リ
ア
と
人
生
を
応
援
し
な

が
ら
、
組
織
の
業
績
も
結
果
を

出
し
つ
つ
、
自
ら
も
仕
事
と
私
生

活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
上
司

の
こ
と
で
す
。

○
と　

き　

令
和
４
年
１
月
19
日

　
（
水
）午
後
７
時
〜
午
後
９
時

○
と
こ
ろ　

平
戸
文
化
セ
ン
タ
ー

　

中
ホ
ー
ル

○
参
加
費　

無
料

○
対　

象　

市
内
企
業
な
ど
の

　

管
理
職
ほ
か

○
募
集
定
員　

１
０
０
人（
先
着

　

順
）

○
募
集
締
切　

11
月
30
日（
火
）

○
講　

師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ァ
ザ

　

ー
リ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン　

フ
ァ
ウ

　

ン
ダ
ー　

代
表
理
事　

安
藤

　

哲
也　

氏

◎
問　

総
務
課
行
政
班

　
　
　
（
☎
22-

９
１
０
０
）

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動
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○11月11日（木）11：00～ 16：00
　平戸文化センター

■若者応援相談会in平戸

商工物産課商工新産業班　☎22-9141問

■国民健康保険税　　　　　第６期
■介護保険料　　　　　　　第６期
■後期高齢者医療保険料　　第５期
※口座振替日　　　　　　　11月29日（月）
　この日に振替ができなかった場合は、12月13日（月）に再
　振替します。

市税の納期限【11月30日（火）】

税務課総務徴収班　☎22-9115問

普
段
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
情
報
を「
お
知
ら
せ
」

暮
ら
し
に

役
立
つ
情
報
が

こ
こ
に
も

各種相談

○11月12日（金）10：00～ 15：00
　平戸文化センター
○11月26日（金）10：00～ 15：00
　平戸文化センター

■ハローワークin平戸市

商工物産課商工新産業班　☎22-9141問

■年金相談（完全予約制）
○11月９日（火）10：00～ 15：00　
　市役所本庁３階会議室
○11月16日（火）10：30～ 15：00　
　生月支所
○11月30日（火）10：00～ 15：00　
　市役所本庁３階会議室
年金相談予約　☎0956-34-1189 
佐世保年金事務所お客様相談室受付時間（平日） 8：30～
17：00（相談日の前日までにご予約ください）

健康ほけん課国保年金班　☎22-9124問

■11月の延長窓口実施日
　11月４日（木）・11日（木）・18日（木）・25日（木）
■延長時間　　午後５時15分～午後７時
■開設場所　　平戸市役所１階③番窓口
　　　　　　　　   ※各支所・出張所では不可

■受付内容
　マイナンバーカードおよび各種証明書の交付
　※交付できる証明書
　◎住民票の写し　◎戸籍謄（抄）本
　◎戸籍附票の写し     ◎印鑑登録および印鑑証明書
※証明の種類によっては、委任状が必要になる場合
　があります。また、印鑑登録は即日登録できない
　場合がありますので、事前にご確認ください。

市民課戸籍住民班　☎22-9123問

延長窓口
　本庁市民課では、平日の開庁時間に来庁できない人
のために、時間外に証明書などを発行するサービスを
実施しています。サービスを利用する場合は、必ず
当日の午後5時までにご予約ください。

　市役所では、市民の皆さんの悩みや困りごとや仕
事で就職、創業などを考えている人たちが、専門の
相談員に相談できる窓口を用意しています。

商工物産課商工新産業班　☎22-9141問

○11月10日（水）10：00～ 16：00
　平戸市役所商工物産課内

■個別創業相談会（事前予約している人を優先）

■と　き　11月28日（日）8：30～ 17：00
■ところ　平戸市役所１階③番窓口

休日のマイナンバーカード交付窓口

市民課戸籍住民班　☎22-9123問

　休日にマイナンバーカードの交付申請および交付
を受け付けます。利用する場合は、11月26日（金）
の午後５時までに電話予約をお願いします。

○
期　

間　

11
月
11
日（
木
）〜

　

17
日（
水
）

○
テ
ー
マ　

く
ら
し
を
支
え
る
税

○
主
な
活
動

　

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し

　
　

た
広
報

　

②
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

　

③
税
に
関
す
る
作
文
の
表
彰

　

④
そ
の
他
〜
税
の
作
品
展
の
開

　
　

催
な
ど

◎
問　

平
戸
税
務
署　

　
　
　
（
☎
23-

２
１
３
１
）

○
テ
ー
マ　
「
Ｎ
Ｏ
Ｕ
Ｋ
Ｏ
Ｕ　

　

Ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ
〜
私
た
ち
が
育
て

　

る
未
来
〜
」

○
と　

き　

11
月
21
日（
日
）午

　

前
９
時
30
分
〜
午
後
１
時
30

　

分
○
と
こ
ろ　

北
松
農
業
高
校
農

　

場 お
知
ら
せ

コンサートの開催

広報ひらど 令和３年11月号 28Hirado City Public Relations,2021.1129

税
を
考
え
る
週
間

北松北部クリーンセンターへのごみ搬入手数料の改定

令和３年12月１日からクリーンセンターへ搬入される際のごみ処理手数料を下記のとおり改定します。

北松北部環境組合（☎26-1300）問

※指定袋入りで直接搬入される場合でも有料となります。

搬入量
～ 10キログラム
～ 20キログラム
～ 30キログラム
～ 40キログラム
～ 50キログラム
～ 60キログラム
～ 70キログラム
～ 80キログラム
～ 90キログラム
～ 100キログラム

手数料
50円
100円
150円
200円
250円
300円
350円
400円
450円
500円

以降10キログラムごとに50円を加算

【改定前】～令和3年11月30日
搬入量

～50キログラム

～ 60キログラム
～ 70キログラム
～ 80キログラム
～ 90キログラム
～ 100キログラム

手数料

250円

300円
350円
400円
450円
500円

以降10キログラムごとに50円を加算

【改定後】令和3年12月１日～

○テーマ　“ながさきグリーン＆ブルー 　゙　
　　　　　～オーケストラといっしょに～

○と　き　12月４日（土）午後２時開演
○ところ　平戸文化センター・大ホール
○出　演　（指揮）石﨑　真弥奈
　　　　　（演奏）長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団
　　　　　　　　市内中学・高校吹奏楽部有志
○内　容　モーツァルト、ビートルズほか
○チケット販売　文化交流課・各公民館
○入場料（前売）　一般2,000円／高校生以下1,000円

文化交流課文化遺産班（☎22-9143）問

○
内　

容　

実
習
で
生
産
し
た

　

農
産
物
・
加
工
品
・
巾
着
や

　

マ
ス
ク
な
ど
の
販
売

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

対
策　

次
の
項
目
に
つ
い
て
ご

　

協
力
く
だ
さ
い
。

　

①
食
物
バ
ザ
ー
な
ど
、
密
に

　
　

な
る
催
し
の
中
止

　

②
自
宅
で
の
検
温
・
マ
ス
ク
の

　
　

着
用
・
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参

　

③
入
場
開
始
前
の
午
前
９
時

　
　

20
分
以
前
の
入
場
禁
止

　
　

※
午
前
９
時
10
分
ま
で
は

　
　
　

本
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
駐
車

　
　
　

場（
車
内
）で
待
機
し
て

　
　
　

く
だ
さ
い
。
あ
ま
り
早
く

　
　
　

来
校
さ
れ
て
も
、
長
時

　
　
　

間
駐
車
場
で
待
つ
こ
と
に

　
　
　

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

　
　
　

く
だ
さ
い
。

　

④
校
内
で
の
飲
食
禁
止

　

⑤
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス

　
　

の
確
保

　

⑥
状
況
に
よ
っ
て
は
中
止
や
内

　
　

容
を
見
直
し
す
る
場
合
も

　
　

あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

　
　

さ
い
。

◎
問　

北
松
農
業
高
等
学
校

　
　
　
（
☎
57-

０
５
１
２
）

長
崎
県
立
北
松
農
業
高
等
学

校「
農
業
文
化
祭
」の
開
催

○11月19日（金）９：00～ 17：00
　田平町民センター（研修室２）

■よろず相談会

商工物産課商工新産業班　☎22-9141問

（事業者の経営上の課題解決支援のための相談会です）

○11月10日（水）13：00～ 16：00
　生月地区（生月町中央公民館）
○11月24日（水）13：00～ 16：00
　中部地区（ふれあいセンター）

■市民総合相談

市民課消費生活センター　☎22-9122問
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